
生活指導部 いじめ対策委員会 

杉並第二小学校いじめ対応フローチャート（学校生活アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活アンケートにいじめに関する情報があった。（本人からの訴え・周囲の児童からの訴え） 

情報を得た担任 

学年主任 

他の担任  

校内いじめ対策委員会 

校長・副校長・主幹・関係教員・生活 

指導主任・生活指導部・養護教諭・SC 

報告 

報告

① 

保護者 

※行為の軽重や緊急性によっては、学級担任等がその場で対応したり、直接校長の指示のもとに対応したりすることも想定さ

れる。その場合は、必ず事後に学年団と生活指導主任、副校長、校長に報告し、共有シートに記録を残す。 

 

＜発見されたいじめの報告と対応の検討・確認の場合＞ 

① 学年ごとに生活指導部が、いじめが疑われる案件について報告する。 

② いじめが解消されるまで児童・保護者への対応、経過や改善の進抄状

況について報告を行い、対応について指導・助言を受ける。 

＜緊急招集された場合＞ 

① いじめ解消への方針を決定し、役割分担を行う。 

② 聞き取り体制を組む。 

被害児童、情報提供者、目撃者（友人等）、加害児童、保護者など 

③ 方針に基づき行った児童、保護者への対応の経過や改善の進抄状況に

ついて逐一報告を行い、対応についての助言を受ける。 

④ 経過について「共有シート」に記録を行い共有する。 

全教職員 

共有 

※生活指導夕会で全教職員に情報共有。経過や対応につ

いていじめが解消されるまで継続的に伝える。 

いじめの解消に向けた対応 

① 被害児童への支援     ・受容と共感・全教職員で徹底して守り通す・安全と安心の確保 

② 加害児童への指導・支援・いじめを許さない毅然とした態度 ・仕返し行為の防止  

・いじめの背景にある心の痛みを受容 

③ 観衆・傍観者への指導・支援・いじめを許さない毅然とした態度 ・心の痛みの共有 

④ 保護者への対応          ・事実の報告 ・思いの受容 ・理解と協力の要請 

 

 

 

解消に向けた指導の継続・観察 

 

いじめ解消の確認 

 

※いじめが解消されたかどうか、少なくとも 3か月間は見守る。 

※いじめ解消の要件  

①いじめの行為が少なくとも 3か月止んでいる。 

②被害児童が心身の苦痛を感じていない。 

※いじめ対策防止委員会が確認する。 

 

重大事態か？ 

 

SC、SSW等外部専門家、関係機関（警察・児童相談所・子ども家庭支援センター・医療機関等） 

※いじめの解消、再発防止のための対応、学校だけでは困難な事案への対応のために緊密な連携を図る。 

教育委員会・

関係機関 

重大事態 

報告・相談 

① アンケート結果から、いじめられていることが疑われる児童を抽出する 

② いじめられていることが疑われる案件について、学年団で情報共有する。 

③ 重大事態が疑われる場合は、即時、生活指導主任・副校長・校長に報告する。 

④ 共有シートに情報・対応をまとめ、いじめ対策防止委員会へ報告する。 

⑤ アンケートは生活指導主任が集約し、３年間金庫に保存する。 

⑥ 共有シートは、電子共有フォルダに３年間保存する。 

 

 

校長 

副校長  

招集 

※明らかになった事実や経過を伝え、適宜連絡を取り合う。 

連絡 

※いじめは決して許さないという毅然とした態度と、「被害児童・加害児童の未来のために」という目標を共有する。 
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